令和８年度山鹿創生塾運営支援業務委託　仕様書・この仕様書は企画提案書作成用である。
・企画提案募集後、山鹿市は受託候補者として選定された者と協議を行い、協議が調った場合は、当該協議を踏まえ仕様書を修正の上、契約を締結する。



１　委託業務名
令和８年度山鹿創生塾運営支援業務

２　業務目的
各界で活躍されている本市に関係の深い方々等を講師に迎え、市内の中学生・高校生を対象とした講演、質疑応答、意見交換、ワークショップ等（以下「山鹿創生塾」という。）を開催して参加者の学びや気づきのほか、郷土愛を醸成する場とすることで、将来の山鹿を担い、山鹿を元気にする人材育成を目的とする。

３　委託期間
　契約締結日の翌日から令和８年１０月３１日まで

４　委託料上限額
　2,400,000円（消費税及び地方消費税を含む）予定価格は上限額の範囲内で別に定める。

５　業務内容
（1） 山鹿創生塾・発表会の開催
1 対象者
・原則として市内に在住または在学する中学生、高校生を対象とし、人数は最大60名程度とする。
2 回数
・委託期間中に4回程度開催する。
3 内容
・創生塾…講師による講演やワークショップ、質疑応答、参加者による意見交換、アンケート記入等とする。（１回における講義の時間は１時間30分～２時間程度）
[bookmark: _Hlk203050236]・市のイベント等やホームページ等で紹介…参加者がワークショップ等を通して製作したもの等（成果品）については、市のイベント等で掲示、もしくは、ホームページ等に公表するなどして、市民に紹介する。
・発表会…参加者が創生塾の受講を通じて得たことについて発表する。発表会は創生塾の最終回に合わせて実施する。
・講師の選定及び出演依頼は受注者が行う。講師については受講者の学びを推進するためさまざまなジャンルから選定する。

4 企画運営
1） 事前打ち合わせ
・充実した山鹿創生塾となるよう、内容及び日程、会場等について事前に講師及び発注者との打ち合わせを実施する。
・参加者の理解が深まるよう、必要に応じて発表用スライド（パワーポイント等）などの資料を作成し、また参加者に配布する資料等を作成する。
2） 参加者の募集及び申込受付
・予定の人数が集まるよう市内中学生や高校生に告知、募集する。
・発注者ホームページに掲載する募集原稿を作成する。
・参加申し込みフォームを作成する。【提案事項】
　プロポーザル参加者は、上記対象者が予定人数集まるよう、効果的な募集提案を行うこと。

3） 参加申し込みの受付と機材準備
・上記フォーム及び電話等により参加申し込みを受け付けて名簿を作成し、事前に発注者に提出する。
4）当日運営
・会場の予約及び設営、音響映像操作、司会進行、必要に応じてワークショップ中のファシリテーションを行う。
・参加者が意見を交換しやすい雰囲気となって、より効果的な気づきの場となるよう、会場づくり、ファシリテーション等を工夫する。
・山鹿創生塾の開催に向けて、講師や参加者へ連絡する。
・参加者へ配布する名札、修了証等を作成する。
・講師への報酬及び旅費、会場使用料を支払う。会場は山鹿市内の施設とし、受注者が予約する。
（2） 情報発信の実施等【提案事項】
　プロポーザル参加者は、当業務実施に係る人員体制、実施計画について提案を行うこと

・参加者以外にも広く事業を周知するため、当日の山鹿創生塾の様子や参加者の感想等をSNS等により発信すること。
・情報発信については事前に参加者及び保護者へ説明し、同意を得ること。
・情報発信の内容は事前に発注者の確認を受けること。
・報道機関や行政機関が参加者に対して取材・調査依頼等を行う場合に、その実施について必要な協力を行うこと。
（3） 業務の分析
・各回の山鹿創生塾実施後、参加者に対するアンケート調査を行って集計し、内容を分析する。
・上記アンケートの分析及び事業実施を踏まえ、本事業を実施しての課題及び解決方法、次年度の事業提案等を実施報告書で報告すること。その他事業の実施に必要な業務（提案による）
.
６　実施報告書の提出
業務完了の際、次のものを委託期間内に提出すること。
（１）実施報告書（A4版、事業分析・アンケート集計・写真・配布資料を含む）２部
（２）概要報告書（A4版、9部は市内の中学校・高校あてに送付する）10部
（３）写真データ（各回の実施状況が分かるもの）　一式
（４）上記（１）～（３）のデータを収めたCDまたはDVD　１枚

７　その他
(1) 受託者は、原則として本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託先の概要や再委託する内容等について事前に山鹿市に書面で提出し、承認を得ること。
(2) 本委託業務の実施に伴い、新たに制作した制作物（チラシ等）の著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む）は山鹿市に帰属する。
(3) 受託者は、本業務を遂行する上で知り得た情報について細心の注意を払うものとし、いかなる場合にも情報の漏洩をしてはならない。
(4) 受託者は、本業務を履行するうえで関係法令等を順守する。
(5) 本業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は発注者と常に連絡を取ることとし、この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議するものとする。 
(6) 受託者は、本業務の担当者1名以上を選任し、発注者に報告すること。
(7) 山鹿創生塾は対面での開催を原則とする。新型コロナウィルス感染症等の影響等により参加者の欠席が多く見込まれる場合は、期日を延期するなどで対応しオンラインによる開催は想定しない。また、事業実施にあたり感染防止対策に万全を期すこと。
(8) 仕様書と異なる事項又は仕様書に定めのない事項であっても、事業目的を達成するために、よりよい手法、技術又はアイデア等があるときは、独自提案として、積極的に提案すること。
(9) 委託期間終了後も、本事業に係る照会、報告等があった場合は山鹿市へ迅速に連絡する等誠実な対応を行うこと。
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